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相模原の環境をよくする会ソーシャルメディア運用ポリシー 

 

担当 

相模原の環境をよくする会事務局（相模原市ゼロカーボン推進課） 

 

利用目的及び発信情報 

相模原の環境をよくする会の活動や会員の環境への取組に関する情報発信 

 

ソーシャルメディアの名称 

YouTube 

 

アカウント名称 

相模原の環境をよくする会 

 

URL（Webサイトのアドレス） 

https://youtube.com/channel/UCemVJ8oNML0H35NwxWgAdcw?hl=ja 

 

運用開始日/運用ポリシー適用日 

2021 年 10月 1 日 

 

情報発信の頻度 

随時更新 

 

運用時間 

原則として、相模原市役所開庁日の午前 8時 30分～午後 5時 15分までとします。 

 

投稿に対する返信の有無 

必要に応じて返信を行いますが、全ての投稿への返信を保証するものではありません。 

 

注意事項 

（ア） 知的財産について 

掲載している全ての情報（文字、画像等）に関する権利は、相模原の環境をよくする会又は

原著作者に帰属します。著作権法上認められた場合を除き、許可なく無断で複製や転用する

ことはできません。 

 

https://youtube.com/channel/UCemVJ8oNML0H35NwxWgAdcw?hl=ja
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（イ） 免責事項について 

相模原の環境をよくする会は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又

は第三者に生じたどのような損害についても、一切の責任を負いません。 

 

（ウ） 禁止事項 

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下に該当する又はその恐れのある行為を禁止しま

す。 

（個人情報の特定・開示・漏えい、違法行為、誹謗中傷、第三者の権利侵害、人権等の差別

行為、公序良俗に反する行為、他者になりすます行為、その他、相模原の環境をよくする会

が不適切と認める行為） 

 

（エ） その他 

・メンテナンス等で予告なくサービスの利用ができなくなることがあります。 

・予告なく本ソーシャルメディア運用ポリシーの変更や、運用方法の見直し又は運用を中止

する場合があります。 

 

改訂履歴 

第 1 版 令和 3年 9月 新規作成 

第 2 版 令和 5年 11月 改訂 

第 3 版 令和 7年 4月 改訂 


